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図書館関係の権利制限規定の見直し 進捗報告 

2022年 6月 10日 

著作権委員会 

 

第 204 回通常国会において「著作権法の一部を改正する法律」が 2021 年 5 月 26 日に成立し、同年 6

月 2日に令和3年法律第52号として公布されました。本改正では、図書館関係の権利制限規定として、次

の措置が新たに追加されます。 

 

1）国立国会図書館による絶版等資料のインターネット送信（公布から 1年以内で政令で定める日から）  

2）図書館等による図書館資料の公衆送信（公布から 2年以内で政令で定める日から） 

 

詳細につきましては、次の資料をご参照ください。 

『著作権法の一部を改正する法律御説明資料（条文入り）』 

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/r03_hokaisei/pdf/9362780

1_02.pdf 

 

以下に、現在までの進捗をご報告します。 

 

１）国立国会図書館による絶版等資料のインターネット送信 

2022年5月 1日に 1）に係る法律が施行され、5月 19日から国立国会図書館でサービスが始まりました

＊）。従前から行われていた、著作権法第 31 条 3 項による国立国会図書館から「図書館等又はこれに類する

外国の施設で政令で定めるもの」へのデジタル化した絶版等資料（絶版その他これに準ずる理由により入手

困難な資料）のデータ送信に加え、事前登録した利用者は、国立国会図書館からデジタル化された特定絶版

等資料（絶版等資料のうち、3 月以内に復刻等の予定があるものを除いたもの）を閲覧し、自分で利用する

ために必要なプリントアウトをすることや、非営利・無料等の要件の下でのディスプレイなどを用いて公衆に

見せることが可能となります。なお、国立国会図書館の図書館向けデジタル化資料送信サービス参加館＊＊）

以外の図書館は、図書館としてはこのサービスを利用者に提供できませんが、個人で登録して受信した資料

を、非営利・無料等の要件下で利用者に見せることは可能です。詳しくは国立国会図書館のホームページを

ご覧ください。 

 

＊）『2022年 5月 19日 「個人向けデジタル化資料送信サービス」の開始について』、国立国会図書館  

URL:  https://www.ndl.go.jp/jp/news/fy2022/220519_01.html 

＊＊）『図書館向けデジタル化資料送信サービス参加館一覧』、国立国会図書館 

URL:  https://dl.ndl.go.jp/ja/soshin_librarylist.html 

 

関連規定の整備として、「著作権法施行令の一部を改正する政令」及び「著作権法施行規則の一部を改正す

る省令」が 2022年 5月 1日に施行されました。改正の概要としては次の 3点です。 

(1) インターネット送信された著作物等の表示の大きさ（令和 4年 4月 27日政令第 185号） 
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(2) 特定絶版等資料に係る著作物等のダウンロードを防止等するための措置（令和 4 年 4 月 27 日文部

科学省令第 19号） 

(3) 登録情報（令和 4年 4月 27日文部科学省令第 19号） 

 

また、『国立国会図書館 図書館協力ハンドブック』が全面的に更新されました。詳細につきましては、国立国

会図書館のホームページをご覧ください。 

 

２）図書館等による図書館資料の公衆送信 

図書館等が、現行の複写サービスに加え、調査研究目的で著作物の一部分をメールなどで送信（公衆送信）

できるようになります。その際、正規の電子出版等の市場を阻害しないこと（権利者の利益を不当に害しな

いこと）、データの流出防止措置を講じることなどの条件の下、図書館等の設置者が権利者に補償金を支払

うことが必要になります。詳しくは国立国会図書館のホームページをご覧ください＊＊＊）。 

 

＊＊＊）『令和 3年通常国会 著作権法改正について』、文化庁  

URL： https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/r03_hokaisei/ 

 

この権利制限の制度設計に関して、図書館等関係者と権利者・出版社関係者で構成される『図書館等公衆送

信サービスに関する関係者協議会』（以下「関係者協議会」）で情報交換や意見交換を行っています＊＊＊＊）。関

係者協議会には、ガイドライン分科会、特定図書館等分科会、補償金分科会、事務処理スキーム等分科会の 4

分科会が設置され、当専図協著作権委員会はガイドライン分科会の構成メンバーとなっています。これら分

科会は非公開で、適宜、情報は公開することとなっています。本件に関してのご質問等がございましたら、

『お問い合わせ』からお気軽にご連絡ください。 

 

 

＊＊＊＊）『図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会『図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議

会』、日本図書館協会  

URL： http://www.jla.or.jp/committees/chosaku//tabid/946/Default.aspx 

 

 


